
令和７年度（令和８年度への繰越明許費設定分） 

山形県プロフェッショナル人材助成事業費補助金の概要 

≪移住型≫ 
 
 

 

１ イメージ                                   
 

※プロ人材の県内への移住が要件 

 

                 （人材を紹介） 

 
 
                                 紹介手数料の 

                                   1/3 を助成  

 

 

２ プロフェッショナル人材とは                          

（１）生産性向上や競争力強化などの企業課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な

能力や経験、専門性を有している人材 

（２）移住 

県外在住者が県内で就業するために県外から移住し１年を経過しない者であること 

（３）県内で就業 

   県内の事務所又は事業所において雇用すること 

（４）仲介 

   山形県プロフェッショナル人材戦略拠点とプロフェッショナル人材紹介会社の連携による仲介に

よって県内企業への雇用が決定した者 

 

 

３ 補助金の対象経費                               
  令和８年４月１日から令和９年３月１日までに紹介会社に支払った紹介手数料 

（受入企業 1 社につき、１名限り） 

 

４ 補助金額                                   
補助対象経費の３分の１（消費税等を除く、千円未満切り捨て、上限１0 万円） 

 

５ 補助金の支払い                                
   補助金の額の確定後 

 

６ 就業状況等の報告                               
   交付決定から３か月経過した日時点の就業状況を 30 日以内に報告 

 

 

 

山形県プロ人材戦略拠点 

紹介会社 

企業 
（プロ人材が

就業） 

 

 

山形県  連携 

（紹介手数料の支払い） 



７ 申請手続き                                 
 

 

 

    

 

 

          【提出書類】 ①交付申請書（規則別記様式第 1 号） 

                 ②事業計画書（別記様式第 1－１号） 

                 ③誓約書（別記様式第 2－１号） 

                 ④企業概要書（別記様式第３号） 

                 ⑤納税証明書（全ての県税の滞納が無いことの証明）（写し可） 

                  ※県総合支庁税務課が発行 

⑥申請企業の業務内容等が分かる資料（パンフレット等） 

⑦振込口座通帳の写し 

⑧紹介会社との契約書の写し（紹介手数料の金額が分かるもの） 

 

 

 

    

 

 

    

 

             

      

 

 

          【提出書類】 ①実績報告書（規則別記様式第 2 号） 

                 ②事業実績書（別記様式第６－１号） 

③プロ人材との労働契約書（雇用通知書）の写し 

④プロ人材の住民票又は戸籍の附表（写し可） 
（山形県に移住する前の住所の記載のあるものを①より前の日付けで）  

⑤補助対象経費の金額及び支払いの事実（支払先、支払日等） 

を確認できる資料（詳細は別記様式第６－１号を参照） 

 

 

 

              

 

 

    

 

 

 

 

 
※プロ人材が雇用後３カ月以内に退職した場合や要件を満たさなくなった場合は補助金を返還いただく場合があります。 

（１）マッチング成立（採用内定） 

（２）補助金の交付申請（期限：紹介手数料を支払う 20 日前まで） 

（４）紹介手数料の支払い（支払は令和９年３月１日まで完了する必要があります） 

（５）実績報告（期限：紹介手数料支払日から 20 日又は令和９年３月５日のいずれか早い日まで） 

（６）現地調査（必要がある場合実施） 

（７）額の確定の通知 

（８）補助金支払い 

（３）補助金の交付決定 

（９）就業等状況報告書（交付決定後 3 カ月を経過した日から起算して 30 日以内に報告） 


